
第２２期 第６回福岡県内水面漁場管理委員会 次第 

 

 

 

１ 日 時  令和７年１１月２８日（金） １４：００～ 

 

２ 場 所   福岡市博多区東公園７－７  

福岡県庁北棟４階 漁業調整委員会室 

        

３ 議 題 

 （１）うなぎ稚魚漁業許可に係る制限措置等の公示について（諮問） 

  

 （２）筑後川における第５種共同漁業権に基づくうなぎ種苗特別採捕許可について

（報告） 

 

 （３）福岡県内水面漁場管理委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する規程の改正について（協議） 

 

 （４）福岡県内水面漁場管理委員会規程の改正について（協議） 

 

 （５）資源管理の状況等の報告について（区画漁業）（報告） 

 

 （６）その他 
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資　　料　　１
（22期６回内水面漁管委）

（令和７年１１月２８日）



 福岡県漁業調整規則（令和２年福岡県規則第６２号）第４条第１項第１号に掲げるうなぎ

稚魚漁業につき、同規則第１１条第１項各号に掲げる事項に関する制限措置を次のように

定める。 
 
１ 許可をすべき漁業者の数とその他の制限措置 

漁業 
種類 

漁業を営む者の資格 操業区域 漁業 
時期 

漁業者の数 

うなぎ

稚魚漁

業 

内水面漁業の

振興に関する

法律に基づく

うなぎ養殖業

の許可受給者

のうち、にほん

うなぎの池入

割当量を有す

る者（以下、養

鰻 業 者 と い

う。）。ただし、

500 平方メート

ル以上の養鰻

池を有する者

に限る。 

別記の筑前

地区に養殖

場の所在地

がある者 

筑前海区及

び同海区に

流入する河

川 

２月１日から

４月３０日ま

で 

５ 

養鰻業者。ただ

し、500 平方メ

ートル以上の

養鰻池を有す

る者に限る。 

別記の豊前

地区に養殖

場の所在地

がある者 

福岡県豊前

海区及び同

海区に流入

する河川（山

国 川 を 除

く。） 

６ 

養鰻業者又は

福岡県養鰻漁

業協同組合と

供給契約を締

結している者 

別記の豊前

地区に住所

がある者 

３ 
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養鰻業者。ただ

し、500 平方メ

ートル以上の

養鰻池を有す

る者に限る。 

別記の有明

地区に養殖

場の所在地

がある者 

福岡県有明

海区及び同

海区に流入

する河川（筑

後 川 を 除

く。） 

６ 

２ 許可を申請すべき期間 
 令和７年１１月２８日から令和７年１２月２４日まで 
 
別記 
筑前地区：福岡市、北九州市(筑前海に面した地区)、直方市、飯塚市、中間市、筑紫野市、

春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、糸島市、古賀市、福津市、宮若市、嘉麻市、那珂

川市、糟屋郡、遠賀郡、鞍手郡、嘉穂郡 
豊前地区：北九州市(豊前海に面した地区)、田川市、行橋市、豊前市、 田川郡、京都郡、築

上郡 
有明地区：大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、朝

倉市、みやま市、朝倉郡、三井郡、三瀦郡、八女郡 
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福岡県内水面漁場管理委員会に係る行政手続き等における 

情報通信の技術の利用に関する規程の改正について 
 
１ 標題規程の内容 

  内水面漁場管理委員会に係る行政手続のオンライン化について、知事部局

における規則の例によると定めたもの。 
 委員会に係る行政手続の例：公文書の開示請求 
 
２ 規程の改正が必要となった理由 

  （オンライン化条例の改正に伴い）標題規程の中で引用されている知事部局

の規則名が改正されたため。 
  旧）知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則 
  新）知事等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則 
  ※名称変更以外の規則（条例）改正については委員会への影響なし 
 
３ 改正の内容 

  別添「新旧対照表」参照 
   
 
 
～参考～ 
「福岡県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」（オンライン

化条例）及び「知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

規則」（オンライン化規則）の主な改正点 
 
１ 名称変更（条例・規則） 
２ 目的の変更（条例） 
３ 住民票や登記事項証明書など、申請等の際に添付が必要だった書面の一部

について、情報通信技術を利用して省略することが可能となった（条例・規則） 
 

-1-

資　　料　　３
（22期６回内水面漁管委）

（令和７年１１月２８日）



                                                                                         

新旧対照表 

改 正 後 （案） 現   行 

福岡県内水面漁場管理委員会に係る情報通信技術を 

活用した行政の推進等に関する規程 

 

令和七年  月  日 

福岡県内水面漁場管理委員会告示第三号 

 

 福岡県内水面漁場管理委員会に対して行うこととされ、又は福岡県内水面漁場管

理委員会が行うこととしている手続等及び規程(条例に基づくものを除く。)の規定

に基づいて福岡県内水面漁場管理委員会に対して行うこととされ、又は福岡県内水

面漁場管理委員会が行うこととしている申請、通知その他の行為を、情報通信技術

を利用する方法により行う場合については、知事等に係る情報通信技術を活用した

行政の推進等に関する規則(平成十六年福岡県規則第二十五号)の規定の例による。 

 

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

福岡県内水面漁場管理委員会に係る行政手続等における 

情報通信の技術の利用に関する規程 

 

平成十六年三月三十一日 

福岡県内水面漁場管理委員会告示第二号 

 

 福岡県内水面漁場管理委員会に対して行うこととされ、又は福岡県内水面漁場管

理委員会が行うこととしている手続等及び規程(条例に基づくものを除く。)の規定

に基づいて福岡県内水面漁場管理委員会に対して行うこととされ、又は福岡県内水

面漁場管理委員会が行うこととしている申請、通知その他の行為を、電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合につい

ては、知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十

六年福岡県規則第二十五号)の規定の例による。 

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 
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福
岡
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
十
二
号
） 

新
旧
対
照
表 

改 

正 

案 

現 

行 
福
岡
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関

す
る
条
例 

福
岡
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
条
例 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
つ

い
て
、
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
手
続
等
を
行
う
た
め

に
必
要
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
手
続
等
に
係
る
関
係
者

の
利
便
性
の
向
上
、
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
並
び
に
社
会
経

済
活
動
の
更
な
る
円
滑
化
を
図
り
、
も
っ
て
県
民
生
活
の
向
上
及
び
県

民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
県
の
機
関
に
係
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続

等
に
関
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通

信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
の
共
通
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
県
民
の
利
便
性
の
向

上
を
図
る
と
と
も
に
、
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。 

（
添
付
書
面
等
の
省
略
） 

第
七
条 

申
請
等
を
す
る
者
に
係
る
住
民
票
の
写
し
、
戸
籍
又
は
除
か
れ

た
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
、
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
規
則
等
で
定

め
る
書
面
等
で
あ
っ
て
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に

お
い
て
当
該
申
請
等
に
際
し
添
付
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
の
機
関
が
、

当
該
申
請
等
を
す
る
者
が
行
う
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
個
人

番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）

第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
）
の
利
用
そ

の
他
の
措
置
で
あ
っ
て
当
該
書
面
等
の
区
分
に
応
じ
規
則
等
で
定
め
る

も
の
に
よ
り
、
直
接
に
、
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
当

該
書
面
等
に
よ
り
確
認
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
入
手
し
、
又
は
参

照
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

（
新
設
） 

第
八
条 

（
略
） 

第
七
条 

（
略
） 

第
九
条 

（
略
） 

第
八
条 

（
略
） 

（
委
任
） 

第
十
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
規
則
等
で
定
め
る
。 

（
新
設
） 
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知
事
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
五
号
） 

 
新
旧
対
照
表 

 

改 

正 

案 
 

現 

行 

知
事
等
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進 

等
に
関
す
る
規
則 

知
事
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術 

の
利
用
に
関
す
る
規
則 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
福
岡
県
情
報
通
信
技
術
を
活

用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
福
岡
県
条
例
第

十
二
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
」
と
い
う
。
）
で
使
用
す

る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

２ 

（
略
） 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
福
岡
県
行
政
手
続
等
に
お
け

る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
福
岡
県
条

例
第
十
二
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
」
と
い
う
。
）
で
使

用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

２ 

（
略
） 

（
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
） 

第
八
条 

情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又

は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
は
、

電
子
署
名
（
当
該
電
子
署
名
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な

事
項
を
証
す
る
第
四
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
電
子
証
明
書
が
併
せ
て

送
信
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
識

別
符
号
及
び
暗
証
符
号
の
入
力
と
す
る
。 

２ 

情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
四
条
第
四
項
及
び
情
報
通
信
技
術
活
用

条
例
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措

置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

（
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
） 

第
八
条 

情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又

は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
は
、

電
子
署
名
（
当
該
電
子
署
名
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な

事
項
を
証
す
る
第
四
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
電
子
証
明
書
が
併
せ
て

送
信
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
識

別
符
号
及
び
暗
証
符
号
の
入
力
と
す
る
。 

２ 

情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
四
条
第
四
項
及
び
情
報
通
信
技
術
利
用

条
例
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措

置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

（
添
付
書
面
等
の
省
略
） 

第
九
条 

情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
七
条
に
規
定
す
る
規
則
等
で
定
め

る
書
面
等
及
び
措
置
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
十
七
号
）
第
五
条
に

規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
等
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
新
設
） 

（
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
行
為
の
取
扱
い
） 

第
十
条 

規
則
の
規
定
（
条
例
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）
に
基
づ
い
て

知
事
等
に
対
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
、
又
は
知
事
等
が
行
う
こ
と
と
し

て
い
る
申
請
、
通
知
そ
の
他
の
行
為
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ

、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
及
び
規
則
に
特
別
の
定
め

の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
及
び
こ
の
規
則

の
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
。 

（
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
行
為
の
取
扱
い
） 

第
九
条 

規
則
の
規
定
（
条
例
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）
に
基
づ
い
て

知
事
等
に
対
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
、
又
は
知
事
等
が
行
う
こ
と
と
し

て
い
る
申
請
、
通
知
そ
の
他
の
行
為
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ

、
又
は
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
及
び
規
則
に
特
別
の
定
め

の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
及
び
こ
の
規
則

の
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
。 

第
十
一
条 

（
略
） 

 

第
十
条 

（
略
） 
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福岡県内水面漁場管理委員会規程の改正について 

 

新旧対照表 

改 正 後 （案） 現   行 

福岡県内水面漁場管理委員会規程 

 

第１条～第９条 （略） 

 

（ 採決の方法 ） 

第１０条 採決の方法は、投票、起立又は挙手に

よるものとする。なお、議長が異議の有無を委員

に諮り異議がないと認めたときは、可決を宣言す

ることができる。 

 

２ 簡易な事項については、文書によって議決す

ることができる。 

 

第１１条～第３１条 （略） 

 

福岡県内水面漁場管理委員会規程 

 

第１条～第９条 （略） 

 

（ 採決の方法 ） 

第１０条 採決の方法は、投票、起立又は挙手に

よるものとする。なお、議長が異議の有無を委員

に諮り異議がないと認めたときは、可決を宣言す

ることができる。 

 

（新設） 

 

 

第１１条～第３１条 （略） 
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資　　料　　４
（22期６回内水面漁管委）

（令和７年１１月２８日）



漁業法第 90 条に基づく資源管理の状況等の報告について（区画漁業） 
 
【資源管理の状況等の報告】 
・漁業権者は漁業権の内容たる漁業における資源管理の状況等について県知事

に報告する義務（漁業法第 90 条第 1 項） 
・県知事は報告を受けた事項について必要な報告をする（漁業法第90条第2項） 
・県は資源管理の状況等の報告や聞き取り調査等により適切かつ有効に漁場を

活用しているか確認。 
 

報告の内容 
（漁業法施行規則第 28 条） 
１ 漁業権の種類及び免許番号 
２ 報告の対象となる期間 
３ 漁場の活用状況 
※該当するもののみ抜粋 
 

 
【区画漁業の種類】（漁業法第 60 条） 
第一種区画漁業 一定の区域内において石、瓦、竹、木その他の物を敷設

して営む養殖業 
第二種区画漁業 土、石、竹、木その他の物によって囲まれた一定の区域

内において営む養殖業 
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資　　料　　５
（22期６回内水面漁管委）

（令和７年１１月２８日）


